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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

回次
第45期

第１四半期累計期間
第46期

第１四半期累計期間
第45期

会計期間
自　平成29年４月１日
至　平成29年６月30日

自　平成30年４月１日
至　平成30年６月30日

自　平成29年４月１日
至　平成30年３月31日

売上高 （百万円） 3,828 3,783 17,566

経常利益 （百万円） 11 49 1,062

四半期（当期）純利益

又は四半期純損失（△）
（百万円） △15 46 599

持分法を適用した

場合の投資利益
（百万円） － － －

資本金 （百万円） 13,098 13,098 13,098

発行済株式総数 （千株） 20,080 20,080 20,080

純資産額 （百万円） 69,865 69,944 70,164

総資産額 （百万円） 71,293 71,453 72,023

１株当たり四半期（当期）

純利益金額又は１株当たり

四半期純損失金額（△）

（円） △0.86 2.61 34.08

潜在株式調整後１株当たり

四半期（当期）純利益金額
（円） － － －

１株当たり配当額 （円） － － 30.00

自己資本比率 （％） 98.0 97.9 97.4

（注）１　当社は四半期連結財務諸表を作成しておりませんので、連結会計年度にかかる主要な経営指標等の推移につ

いては記載しておりません。

２　売上高には、消費税等は含まれておりません。

３　第45期、第46期第１四半期累計期間の潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益金額につきまして

は、潜在株式が存在しないため記載しておりません。また、第45期第１四半期累計期間の潜在株式調整後１

株当たり四半期純利益金額につきましては、１株当たり四半期純損失金額であり、また、潜在株式が存在し

ないため記載しておりません。

 

２【事業の内容】

当第１四半期累計期間において、当社及び当社の関係会社が営んでいる事業の内容に重要な変更はありませ

ん。
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第２【事業の状況】

１【事業等のリスク】

当第１四半期累計期間において、新たな事業等のリスクの発生、または、前事業年度の有価証券報告書に記載

した事業等のリスクについての重要な変更はありません。

 

２【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

文中の将来に関する事項は、当四半期会計期間の末日現在において判断したものであります。

（１）財政状態及び経営成績の状況

当第１四半期累計期間におけるわが国経済は、企業収益や雇用環境の改善などを背景に緩やかな景気の回

復基調にあるものの、米国の政策動向の不透明感や中東情勢の先行き懸念を払拭しきれない為、消費者の節

約志向は依然として根強く、慎重姿勢を継続させております。

宝飾品業界におきましても、先行き不安感から消費者の節約志向の流れは依然変わらず、企業を取り巻く

環境は引き続き厳しい状況であります。

このような状況において、当社は強みであるバーティカル インテグレーション システムを活かし、お客

様の多様なニーズにお応えできる品揃えの充実に取り組むとともに、Instagramをはじめとした各種SNSツー

ルを活用しての各種イベントや新商品の紹介、また、話題の映画へのジュエリーのお貸し出しなど、積極的

な情報発信を強化することにより、店舗への来店促進に努めてまいりました。

その結果、売上高は37億83百万円（前年同期比1.2％減）となりました。利益面につきましては、営業利

益は24百万円（前年同期は営業損失13百万円）、経常利益は49百万円（前年同期比330.0％増）、四半期純

利益は46百万円（前年同期は四半期純損失15百万円）となりました。

当第１四半期会計期間末の総資産は、714億53百万円となり、前事業年度末と比較して５億69百万円減少

しております。これは主に、原材料及び貯蔵品が１億64百万円、商品及び製品が１億59百万円、売掛金が１

億22百万円、差入保証金が99百万円減少したことによるものです。

負債の部は、15億８百万円となり、前事業年度末と比較して３億49百万円減少しております。これは主

に、未払費用が２億10百万円増加したものの、未払法人税等が３億59百万円、賞与引当金が１億19百万円、

未払消費税等が87百万円減少したことによるものです。未払法人税等の減少は、法人税等の支払によるもの

です。

純資産の部は、699億44百万円となり、前事業年度末と比較して、２億20百万円減少しております。これ

は主に、利益剰余金が２億17百万円減少したことによるものです。利益剰余金の減少は、四半期純利益の計

上に伴い増加したものの、配当金の支払に伴い減少したことによるものです。

なお、当社の事業内容は、宝飾品の製造とその販売であり、区分すべき事業セグメントが存在しないた

め、セグメント情報ごとの業績の状況の記載を省略しております。

（２）経営方針・経営戦略等

当第１四半期累計期間において、当社が定めている経営方針・経営戦略等について重要な変更はありませ

ん。

(３）事業上及び財務上の対処すべき課題

当第１四半期累計期間において、当社が対処すべき課題について重要な変更はありません。

（４）研究開発活動

当第１四半期累計期間における研究開発費は、４百万円であります。

なお、当第１四半期累計期間において、研究開発活動の状況に重要な変更はありません。

（５）経営成績に重要な影響を与える要因

当第１四半期累計期間において、当社の経営成績に重要な影響を与える要因について重要な変更はありま

せん。

（６）資本の財源及び資金の流動性についての分析

当第１四半期累計期間において、当社の資本の財源及び資金の流動性についての重要な変更はありませ

ん。

 

３【経営上の重要な契約等】

当第１四半期会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。
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第３【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 40,000,000

計 40,000,000

 

②【発行済株式】

種類
第１四半期会計期間末
現在発行数（株）
（平成30年６月30日）

提出日現在発行数（株）
（平成30年８月13日）

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品
取引業協会名

内容

普通株式 20,080,480 20,080,480
東京証券取引所

市場第一部

単元株式数

100株

計 20,080,480 20,080,480 ― ―

 

（２）【新株予約権等の状況】

①【ストックオプション制度の内容】

該当事項はありません。

②【その他の新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

（４）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式総
数増減数(株)

発行済株式総
数残高(株)

資本金増減額
(百万円)

資本金残高
（百万円）

資本準備金増
減額(百万円)

資本準備金残
高(百万円)

平成30年４月１日～

平成30年６月30日
― 20,080,480 ― 13,098 ― 15,707

 

（５）【大株主の状況】

当四半期会計期間は第１四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
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（６）【議決権の状況】

当第１四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないた

め、記載することができないことから、直前の基準日（平成30年３月31日）に基づく株主名簿による記載を

しております。

①【発行済株式】

平成30年６月30日現在
 

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式（自己株式等） ― ― ―

議決権制限株式（その他） ― ― ―

完全議決権株式（自己株式等）
（自己保有株式）

　普通株式     2,499,300 ― ―

完全議決権株式（その他） 　普通株式    17,561,000 175,610 ―

単元未満株式 　普通株式        20,180 ― ―

発行済株式総数               20,080,480 ― ―

総株主の議決権 ― 175,610 ―

（注）１　「完全議決権株式（その他）」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が 600株（議決権の数 6個）含まれ

ております。

２　単元株式数は、100株となっております。

 

②【自己株式等】

平成30年６月30日現在
 

所有者の氏名又
は名称

所有者の住所
自己名義所有
株式数(株)

他人名義所有
株式数(株)

所有株式数
の合計(株)

発行済株式総数
に対する所有株
式数の割合(％)

(自己保有株式)
株式会社ツツミ

埼玉県蕨市中央４丁目24番26号 2,499,300 ― 2,499,300 12.44

計 ― 2,499,300 ― 2,499,300 12.44

（注）　当第１四半期会計期間末（平成30年６月30日）の自己株式は、2,499,309株（発行済株式総数に対する所有株

式数の割合 12.44％）となっております。

２【役員の状況】

該当事項はありません。
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第４【経理の状況】

１．四半期財務諸表の作成方法について
当社の四半期財務諸表は、「四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令第63

号）に基づいて作成しております。

 

２．監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第１四半期会計期間（平成30年４月１日から平成30

年６月30日まで）及び第１四半期累計期間（平成30年４月１日から平成30年６月30日まで）に係る四半期財務諸表に

ついて有限責任 あずさ監査法人による四半期レビューを受けております。

 

３．四半期連結財務諸表について
「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令第64号）第５条第２項によ

り、当社では、子会社の資産、売上高、損益、利益剰余金及びキャッシュ・フローその他の項目から見て、当企業集

団の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する合理的な判断を妨げない程度に重要性が乏しいもの

として、四半期連結財務諸表は作成しておりません。
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１【四半期財務諸表】

（１）【四半期貸借対照表】

  （単位：百万円）

 
前事業年度

(平成30年３月31日)
当第１四半期会計期間
(平成30年６月30日)

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 38,898 38,881

受取手形及び売掛金 1,119 981

商品及び製品 14,585 14,425

仕掛品 494 447

原材料及び貯蔵品 2,061 1,897

その他 207 309

貸倒引当金 △6 △6

流動資産合計 57,360 56,936

固定資産   

有形固定資産   

土地 8,208 8,208

その他（純額） 1,016 995

有形固定資産合計 9,224 9,203

無形固定資産 565 548

投資その他の資産   

その他 4,873 4,765

貸倒引当金 △0 △0

投資その他の資産合計 4,873 4,764

固定資産合計 14,662 14,516

資産合計 72,023 71,453

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 146 114

未払法人税等 466 107

引当金 199 79

その他 880 1,042

流動負債合計 1,693 1,343

固定負債   

引当金 121 123

その他 43 41

固定負債合計 165 165

負債合計 1,858 1,508

純資産の部   

株主資本   

資本金 13,098 13,098

資本剰余金 15,707 15,707

利益剰余金 47,150 46,932

自己株式 △6,059 △6,059

株主資本合計 69,897 69,679

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 267 265

評価・換算差額等合計 267 265

純資産合計 70,164 69,944

負債純資産合計 72,023 71,453
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（２）【四半期損益計算書】

【第１四半期累計期間】

  （単位：百万円）

 
前第１四半期累計期間
(自　平成29年４月１日
　至　平成29年６月30日)

当第１四半期累計期間
(自　平成30年４月１日
　至　平成30年６月30日)

売上高 3,828 3,783

売上原価 1,704 1,705

売上総利益 2,123 2,078

販売費及び一般管理費 2,137 2,053

営業利益又は営業損失（△） △13 24

営業外収益   

受取配当金 6 6

受取家賃 14 13

その他 7 4

営業外収益合計 28 24

営業外費用   

その他 3 0

営業外費用合計 3 0

経常利益 11 49

特別利益   

投資有価証券売却益 － 27

特別利益合計 － 27

特別損失   

固定資産売却損 － 0

固定資産除却損 － 0

特別損失合計 － 0

税引前四半期純利益 11 76

法人税、住民税及び事業税 23 23

法人税等調整額 3 6

法人税等合計 26 29

四半期純利益又は四半期純損失（△） △15 46
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【注記事項】

（追加情報）

（「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」等の適用）

「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号　平成30年２月16日）等を当第１四半期会

計期間の期首から適用しており、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示しております。

 

（四半期キャッシュ・フロー計算書関係）

当第１四半期累計期間に係る四半期キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第１四半期累計
期間に係る減価償却費（のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。）は、次のとおりであります。

 
前第１四半期累計期間

（自　平成29年４月１日
至　平成29年６月30日）

当第１四半期累計期間
（自　平成30年４月１日
至　平成30年６月30日）

減価償却費 66百万円 81百万円

 

（株主資本等関係）

Ⅰ　前第１四半期累計期間（自　平成29年４月１日　至　平成29年６月30日）
(1)　配当金支払額

（決議） 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たり配
当額（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

平成29年６月29日
定時株主総会

普通株式 263 15 平成29年３月31日 平成29年６月30日 利益剰余金

 
(2)　基準日が当第１四半期累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第１四半期会計期間末

後となるもの

該当事項はありません。
 

Ⅱ　当第１四半期累計期間（自　平成30年４月１日　至　平成30年６月30日）
(1)　配当金支払額

（決議） 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たり配
当額（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

平成30年６月28日
定時株主総会

普通株式 263 15 平成30年３月31日 平成30年６月29日 利益剰余金

 
(2)　基準日が当第１四半期累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第１四半期会計期間末

後となるもの

該当事項はありません。

（セグメント情報等）

【セグメント情報】
前第１四半期累計期間（自　平成29年４月１日　至　平成29年６月30日）及び当第１四半期累計期間（自　

平成30年４月１日　至　平成30年６月30日）

当社の事業内容は、ネックレス・ブレスレット、指輪、小物等の宝飾品の製造とその販売であり、区分すべ
き事業セグメントが存在しないため、記載を省略しております。

（１株当たり情報）

１株当たり四半期純利益金額又は１株当たり四半期純損失金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 
前第１四半期累計期間

（自　平成29年４月１日
至　平成29年６月30日）

当第１四半期累計期間
（自　平成30年４月１日
至　平成30年６月30日）

１株当たり四半期純利益金額又は１株当たり四半期
純損失金額（△）

△０円86銭 ２円61銭

（算定上の基礎）   

四半期純利益金額又は
四半期純損失金額（△）　　（百万円）

△15 46

普通株主に帰属しない金額　（百万円） ― ―

普通株式に係る四半期純利益金額又は
四半期純損失金額（△）　　（百万円）

△15 46

普通株式の期中平均株式数　　（千株） 17,581 17,581

（注）前第１四半期累計期間の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額につきましては、１株当たり四半期純
損失金額であり、また、潜在株式が存在しないため記載しておりません。また、当第１四半期累計期間の潜在株式
調整後１株当たり四半期純利益金額につきましては、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

２【その他】
該当事項はありません。
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
該当事項はありません。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書  

 

平成30年８月10日

株式会社ツツミ

取締役会　御中

 

有限責任 あずさ監査法人

 

 
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

 公認会計士 福島　　力 　 印

 

 
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

 公認会計士 川村　英紀 　 印

 

 

 

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社ツツミ

の平成30年４月１日から平成31年３月31日までの第46期事業年度の第１四半期会計期間（平成30年４月１日から平成30

年６月30日まで）及び第１四半期累計期間（平成30年４月１日から平成30年６月30日まで）に係る四半期財務諸表、す

なわち、四半期貸借対照表、四半期損益計算書及び注記について四半期レビューを行った。

四半期財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表の作成基準に準拠して四半期財務諸表

を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期財務諸表を作成し適

正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期財務諸表に対する結

論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠し

て四半期レビューを行った。

四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質

問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と

認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

監査人の結論

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認めら

れる四半期財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社ツツミの平成30年６月30日現在の財政状態及び同日をもって終了

する第１四半期累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められな

かった。

利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上

 

（注）１　上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期報

告書提出会社）が別途保管しております。

２　ＸＢＲＬデータは四半期レビューの対象には含まれておりません。
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